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 この計画は、「地球温暖化対策の推進に関する法律」(以下、温対法という)第 20条の３第３項に基

づく地方公共団体実行計画(区域施策編)と、第３期鎌倉市環境基本計画の一部（目標の項目①「地球

環境」で定められた目標を達成するため指標など）を兼ねる計画として策定しました。 
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第１節 計画の基本的事項 

１ 計画策定の背景 

  地球温暖化は、現在の私たちの生活による環境への負荷が大きな要因となり、将来に

わたってまで地球環境に大きな影響を及ぼす可能性があります。 

  私たちは、地球上のあらゆる人々が、良好な環境の中で生活することができる社会を

創り上げ、将来世代に引き継いでいかなければなりません。 

 気候変動枠組条約の活動を支援するために設立された機関である気候変動に関する政

府間パネル(IPCC)が、平成25(2013)年から平成26(2014)年にかけて公表した第５次評価

報告書の中では、1880年から2012年までに地球上の平均気温は0.85℃上昇しており、地

球が温暖化していることは疑う余地がないと指摘されています。また、この温暖化の原

因は人間の活動が支配的な原因であったとも報告されています。 

  今後の国際的な地球温暖化に対する目標としては、平成27(2015)年12月に開催された

気候変動枠組条約第21回締約国会議(以下、COP21という)において、2030年までに×××

×を目指すことが決定しました。 

  このような状況の下、わが国では京都議定書の第１約束期間(2005年～2012年)におい

て、目標としていた平成２(1990)年比で温室効果ガス６％削減を上まわる8.5％の削減を

達成しました。また、第２約束期間(2013年～2020年)の目標として25％の削減を掲げま

した。 

  しかしながら、平成23(2011)年３月に発生した東日本大震災や原子力発電所の事故な

どによる社会情勢の変化に対応するため、エネルギー施策と温暖化対策を一体的に見直

すこととなりました。この結果、平成27(2015)年には平成33(2021)年以降の目標として、

温室効果ガスを平成42(2030)年に平成25(2013)年比で26％削減することを掲げました。 

  上記において述べたような、国際的・国家的な目標を実現し将来世代に良好な環境を

継承するためには、各自治体が主体的に地球温暖化対策取り組む必要があります。これ

は、温暖化対策は地域の特性に合わせて実施することが不可欠だからです。 

本市では、市民、事業者、滞在者及び行政の各主体が、地域の特性や各々の役割に応

じて具体的な施策を効果的に実施していくことにより、市域における温室効果ガスの排

出抑制を目的に本計画を策定します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成 27 年 11 月 30 日から開催されている「気候変

動枠組条約第21回締約国会議」の閉会後、同会議によ

る決定事項をふまえて、差し替えます。 
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２ 計画の対象 

(1) 対象範囲                                   

本計画の対象地域は、鎌倉市域とし、あらゆる主体の取組が必要であることから、すべ

ての市民、事業者、滞在者、行政等の取組を対象とします。 

(2) 削減対象ガス                                 

温対法では、７種類のガスを温室効果ガスとして規定していますが、わが国の排出量の

約 93％を二酸化炭素(ＣＯ２)が占めています。（出典：日本国温室効果ガスインベントリ報

告書） 

また、この二酸化炭素以外の温室効果ガスは工業や農業プロセスから排出される割合が

高いため、工業及び農業が盛んではない鎌倉市では、さらに二酸化炭素の割合が高いこと

が過去のデータにも示されています。 

このことから、本市では、７種類の温室効果ガスのうち二酸化炭素のみを温計画の対象

とします。 

なお、二酸化炭素以外の温室効果ガスのうちハイドロフルオロカーボン等のフロン類へ

の対応については、Ｐ21に市の施策として掲げた「フロン回収の推進」と一体的に推進す

ることとします。 

(3) 対象期間                                   

 本計画では、平成 28 年度から平成 42 年度までを対象期間とし、少なくとも５年ごとに

国の温暖化施策や世界的な動向を踏まえて見直しを行うこととします。 

 

３ 計画の位置づけ 

本市では、温対法に基づき、平成 20年３月に鎌倉市地球温暖化対策地域推進計画を策定

し、推進してきました。 

今回策定した「鎌倉市地球温暖化対策地域実行計画」は、平成 20 年６月の改正で追加

された同法第 20条の３第３項に規定された地方公共団体実行計画(区域施策編)として、国、

県の地球温暖化対策と整合を図りながら、前述の地域推進計画を引き継ぎ発展させた計画

として策定しました。 

 また、「鎌倉市環境基本条例」に基づき策定された「第３期鎌倉市環境基本計画」の目標

の一つである、「将来の世代も安全で快適に暮らせるよう、持続可能な地球環境の実現を目

指します」を実現するための施策や取組を具体化する計画として位置づけ、推進するもの

とします。 

 なお、本計画と併せ、温対法第 20条の３第１項に規定されている地方公共団体実行計画

(事務事業編)として「鎌倉市役所エコアクション 21」策定し、市の事務事業に伴う温室効

果ガス排出量の削減対策を推進します。 
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国 鎌倉市 

■計画の位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

地球温暖化対策の推進に関する法律 

［平成 10 年 10 月決定、平成 11 年４月施行］ 

京都議定書の批准 

［平成 14 年 5 月決定］ 

地球温暖化対策推進大網 

［平成 10 年 6 月決定］ 

［平成 14 年度３月見直し］ 

［平成 16 年度見直し］ 

京都議定書発効 

［平成 17 年２月決定］ 

京都議定書目標達成計画 

［平成 17 年４月策定］ 

［平成 18 年３月改訂］ 

 

鎌倉市環境基本条例 

［平成６年 12 月策定］ 

鎌倉市役所 

地球温暖化対策 

実行計画 

［平成14年12月策定］ 

鎌倉市役所 

エコアクション 21 

［平成 15 年８月策定］ 

鎌倉市地球温暖化対策地域推進計画 
［平成 20 年３月］ 

［平成 23 年３月改訂］ 

 

 

鎌倉市環境基本計画 

［平成８年２月策定］ 

［平成 18 年 3 月改定］ 

［平成 23 年３月改訂］ 

［平成 28 年３月改定］ 

京都議定書第１約束期間開始 

［平成 20 年～平成 24 年］ 

 

鎌倉市地球温暖化対策地域実行計画 

［平成 2８年３月］ 

地球温暖化対策の推進に関する法律 

［平成 20 年 6 月改正］ 

 
気候変動枠組条約 
第 21 回締約国会議 

（平成 32 年以降の国際枠組） 
［平成 27 年 12 月］ 

 

日本の約束草案 

［平成 33 年～平成 42 年］ 
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第２節 地球温暖化の概要 

 

１ 地球温暖化とは 

 

(1) 地球温暖化のメカニズムと温室効果ガス                      

  地球は、太陽からのエネルギーで暖められています。暖められた地球からも熱が放射

されます。大気に含まれる二酸化炭素（ＣＯ２）などの温室効果ガスは、この熱を吸収し、

再び地表に熱を戻しています（再放射）。このような熱の放出と吸収のバランスのおか

げで、地球の平均気温は約15℃と人間をはじめ生物が生きていくのにちょうど良い環境

になっています。 

このように、温室効果ガスは私たちが生きていく上で本来欠かせないものです。 

しかし、18世紀中頃から始まった産業革命以降、人間は石油や石炭などの化石燃料を

大量に燃やして使うことにより、大量の二酸化炭素を出すようになりました。 

 

■温暖化のメカニズム 

 

[出典：環境省 こども環境白書2012] 
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■温室効果ガスの特徴 

温室効果ガス 
地球温暖化 

係数 
性質 用途排出源 

CO2 二酸化炭素 １ 代表的な温室効果ガス。 化石燃料の燃焼など。 

CH4 メタン 25 
天然ガスの主成分で、常温で気体。
よく燃える。 

稲作、家畜の腸内発酵、
廃棄物の埋め立てなど。 

N2O 一酸化二窒素 298 
数ある窒素酸化物の中で最も安定し
た物質。他の窒素酸化物（例えば二
酸化窒素）などのような害はない。 

燃料の燃焼、工業プロセ
スなど。 

HFCS ハイドロフルオロカーボン類  1,430等 
塩素がなく、オゾン層を破壊しない
フロン。強力な温室効果ガス。 

スプレー、エアコンや冷
蔵庫などの冷媒、化学物
質の製造プロセスなど。 

PFCS パーフルオロカーボン類  7,390等 
炭素とフッ素だけからなるフロン。
強力な温室効果ガス。 

半導体の製造プロセスな
ど。 

SF6 六フッ化硫黄 22,800 
硫黄とフッ素だけからなるフロンの
仲間。強力な温室効果ガス。 

電気の絶縁体など。 

NF3 三フッ化窒素 17,200 
窒素とフッ素だけからなるフロンの
仲間。強力な温室効果ガス。 

半導体の製造プロセスな
ど。 

*地球温暖化係数とは、温室効果ガスそれぞれの温室効果の程度を示す値です。 

*ガスそれぞれの 寿命の長さが異なることから、温室効果を見積もる期間の長さによってこの係数は変化します。 

*ここでの数値は、京都議定書第二約束期間における値になります。 

[出典：全国地球温暖化防止活動推進センター] 

 

(2) 増え続ける二酸化炭素                              

昔は、二酸化炭素は植物や海に吸収されることにより、地球全体でバランスがとれて

いました。しかし、人間の排出する二酸化炭素が急に増えたため、近年、大気中におけ

る二酸化炭素濃度が増え続けています。 

 

 

 

■鎌倉市付近の大気中二酸化炭素経年変化 
（北緯 35 度、東経 140 度付近） 

[出典：気象庁ホームページ] 



96 

 

(3) 上昇する気温                                  

気温も上昇傾向にあり、世界の平均気温は、1880年から2012年までの期間に0.85℃上

昇しました。 

また、IPCC第５次評価報告書（以下、AR５という）では、2081年から2100年の平均気

温は、1986年から2005年の平均気温に比べ、最大で4.8℃上昇するとも予測されています。 

この大気中の二酸化炭素濃度と気温の変化は、地球上に既に様々な影響を及ぼしてい

ると考えられており、今後もさらに大きな影響をもたらすと予測されています。 

 

■世界の平均気温の変化 

 

[気象庁気候変動監視レポートを基に作成]    

 

 

1981～2010年の平均気温 
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２ 地域レベルでの地球温暖化の現状 

 

(1) 日本における気候の変化                             

  気象庁が発表している「気候変動監視レポート2014」には、日本近隣地域において近

年観測された現象につい、次のように記載されています。 

 

項目 内容 

気温 

1898年以降、日本の平均気温は100年あたり約1.14℃の割合で上昇

している。特に1990年代以降、異常高温となる日が増加し、異常低温

となる日が減尐している。 

猛暑日 
1931年から2014年の間で日最高気温が35℃を超える日(猛暑日)の

年間日数は増加傾向が明瞭に表れている。 

熱帯夜 

冬日 

1931年から2014年の間で、日最低気温が０℃未満の日(冬日)は減尐

傾向にあり、最低気温が25℃以上の日(熱帯夜)は増加傾向にある。 

降水量 
１日に降る雨量が100mm以上の大雨の日数は長期的に増加傾向にあ

る。一方で、１日に降る雨が１ｍｍ以上の日は減尐傾向にある。 

海面温度 

の上昇 

日本近海における平均海面水温は、2014年までの100年間で1.07℃

上昇している。 

海水位 
最近100年の日本沿岸の海面水位は、世界平均の海面水位に見られる

ような明瞭な上昇傾向は、認められない。 

 

(2) 日本における生活への影響                            

AR５によると世界各地で既に気候変動の影響が現われていることが指摘されています。 

また、気候変動の観測・予測及び影響評価統合レポート「日本の気候変動とその影響

（2012年版）」では、次のような事例に関して温暖化による影響が指摘されています。 

 

項目 内容 

生態系 

・筑波山や八甲田山系において、樹木の分布に変化が確認された。 

・ナガサキキアゲハやツマグロヒョウモン等一部の昆虫が北上している。 

・ニホンジカとイノシシの分布に拡大傾向がみられる。 

・海水温の上昇によるサンゴの白化、藻場の消失・北上等が確認されている。 

食料 

・農業に被害を与える害虫の分布が変化している。 

・東シナ海や瀬戸内海で漁獲されていたサワラの漁獲量が、日本海で急増している。 

・秋のスルメイカの分布が北偏化し、漁獲量が大きく減尐した地域がある。 

健康 
・熱中症による死亡者数は増加傾向にある。 

・デング熱を媒介するヒトスジシマカの分布が北上していく傾向がみられる。 

その他 ・都市化によりヒートアイランド現象が発生し、熱帯夜の頻度を増加させている。 
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 (3) 鎌倉市近隣における温暖化の影響                         

① 気温 

横浜地方気象台による、1900年から2010年までの県内の５年毎の平均気温を見ると、

この110年で約2.0℃上昇していることが分かりました。 

また、最低気温が25℃以上の日(熱帯夜)の増加と、日最低気温が０℃未満の日(冬日)

の減少は非常に顕著です。 

これらは、ヒートアイランド現象等といった地球温暖化の影響であると考えられま

す。 

 

[出典：横浜地方気象台ホームページ]  

② 健康被害 

近年、熱中症の発生数は増加傾向にあり、本市も例外ではありません。 

本市において熱中症で救急搬送した件数は、平成27(2015)年は85件で、平成21

（2009）年の８件を大きく上回っています。 

 

 ③ 生態系 

鎌倉市では、従来は見られなかった南方系種の進出が見られ、これは地球温暖化

によるものと推測されます。1990年代初めに神奈川県へ進出したクロコノマチョウ

を皮切りに、2000年代に入り、ツマグロヒョウモン、ナガサキアゲハ、ムラサキツ

バメなどが市内でも観察されるようになってきました。 

 

ツマグロヒョウモン♀ 

鎌倉自主探鳥会グループの池英夫氏より提供 
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(4) 日本における地球温暖化の影響予測                        

AR５で公表された予測によると21世紀中に淡水資源の減少、生物種の絶滅、高潮に

よる浸水、海面上昇による水没、食料生産・健康への影響などの深刻な影響が拡大す

ると報告されています。 

また、日本においても21世紀を通じて次のような影響が生じることが予測されてい

ます。 

 

① 気候の予測 

気候の予測 

・20世紀末から21世紀末までに平均気温は2.1～4.0℃上昇と予測

され世界平均の上昇予測を上回る。(AR４を基準) 

・北半球の昇温が大きい。 

・夏季に比べ冬季の昇温が大きい。 

降水量の予測 
・20世紀末に比べて21世紀末には平均的に５％程度増加。 

・大雨の頻度が増加。 

台風の予測 ・接近する台風の数は減尐するが、非常に強い台風の数が増加。 

出典：「日本の気候変動とその影響(2012年版)」  

   

② 水災害・沿岸の影響予測 

水災害の予測 

・１級河川が氾濫し洪水が発生する確率の上昇が見込まれる。 

・関東北部から東北南部、東北日本海側から北陸地方を中心に、斜

面崩壊確率の上昇が見込まれる。 

出典：「日本の気候変動とその影響(2012年版)」  

 

③ 生態系や食料の影響予測 

生態系の影響予測 

・ブナ林の適域の減尐が見込まれる。 

・日本沿岸の熱帯・亜熱帯サンゴ礁の分布域は、2040年代には消

失すると予測されている。 

食料の影響予測 

・コメの品質低下が懸念される。 

・鶏肉と豚肉の生産量が低下する可能性がある。 

・サンマは小型化するが個体数は増加する可能性がある。 

出典：「日本の気候変動とその影響(2012年版)」  
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④ 市民生活への影響予測 

    今後の地球温暖化の進行により（一部は都市化の影響も加わり）、熱中症や感染

症の増加、自然環境を利用するレジャー産業等への影響の拡大、深刻化が予測され

ています。 

市民生活への影響

予測 

・熱中症や熱ストレスの増加。 

・スキー場の積雪量の減尐。 

・デング熱等の媒介蚊であるヒトスジシマカの国内分布拡大。 

・花粉症の原因となるスギ花粉への影響。 

出典：「日本の気候変動とその影響(2012年版)」  

 

３ 地球温暖化対策の方向性 

(1) 地球温暖化を抑えるために                            

 現在、地球温暖化を緩和するための方策として、世界各国で地球温暖化の原因となる

温室効果ガスの削減に向けた取り組みがなされ、わが国においても温室効果ガスの削減

量を平成42(2030)年度に、平成25(2013)年度と比べて26％削減するという目標が定めら

れています。 

 この削減目標を達成するために、鎌倉市においても地球温暖化緩和策を推進していく

必要があると考えています。 

(2) 地球温暖化に対応するために                           

 前述のとおり、世界各国では温暖化の緩和に向けた対策が実施されていますが、IPCC

はAR4において「仮に各国が目標どおりの排出量削減を達成したとしても、気候変動の

影響を防ぐことはできないが、適応策と補完しあうことにより、気候変動のリスクを大

きく低減することができる」という発表をしました。 

 これを受け、わが国では「気候変動の影響への適応計画」を定めました。この計画で

は、今後発生する可能性が高い温暖化の影響に対して、国民がどのような準備をするべ

きなのかを示しています。 

 しかしながら、南北に長く気候条件が地域により違い、地形や社会条件も異なるわが

国では、温暖化により想定される災害や影響も地域により異なります。このことから、

鎌倉市の気候、地形及び社会条件に見合った温暖化適応策を推進するための施策を、本

計画において示すこととしました。 
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第３節 目標設定 

 第２節で述べたとおり、本計画では「地球温暖化緩和策」と「地球温暖化適応策」とい

う２つの方向性を持った地球温暖化対策を示します。 

 これに伴い、温暖化対策に関する目標も「地球温暖化緩和策」と「地球温暖化適応策」

の２つ方向に向けた目標を設定します。 

１ 温暖化緩和策に関する目標設定 

(1)「COP21決定事項(仮)」と「日本の約束草案」の概要                 

平成27(2015)年に開催されたCOP21において決定された、温室効果ガスの削減に向けた

新たな国際枠組では、平成33(2021)年から平成42(2030)年までに×××とすることを目

標としています。 

この新たな国際的な枠組みに貢献するため、わが国では平成32(2020)年から平成

42(2030)年までの温室効果ガス削減目標を定めた「日本の約束草案」を推進することと

なりました。 

この約束草案では、国内でのエネルギーミックスと整合的なものとなるよう、技術的

制約やコスト面などを考慮したうえで、温室効果ガスの排出量を平成42(2030)年度まで

に平成25(2013)年度比で26％削減することを目標としています。 

 

(2) 温暖化緩和策の目標                              

温暖化の進行は、現代に生活する私たちのみならず、将来世代の社会に大きな影響を

及ぼすと予測されています。本計画では、私たちが将来世代に、住みよい環境を引き継

ぐことを目指します。 

 

 

 

 

 

 

(3) 目標を達成するための指標                           

緩和策の目標を達成するため、平成 27(2015)年に国が気候変動枠組条約事務局に提出

した平成 42(2030)年までに 26％削減の目標と、鎌倉市エネルギー基本計画の目標を踏ま

え、鎌倉市域で排出される温室効果ガスの約 99％を占める、二酸化炭素に特化した指標

を掲げます。 

 

 

 

 

＜指標＞ 

鎌倉市域における平成 42(2030)年度の二酸化炭素排出量を、 

平成２(1990)年度に比べ 24％削減する。 

平成 27年 11月 30日から開催されている「気候変

動枠組条約第 21 回締約国会議」の閉会後、同会

議による決定事項をふまえて、差し替えます。 

＜目標＞ 

二酸化炭素の排出量削減を推進し 

良好な生活環境を将来へ継承する 
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(4) 削減の内訳                                  

本市における平成２(1990)年度の温室効果ガス排出量は約１,１６１千 t-CO2 に対し、

平成 42(2030)年度における温室効果ガス排出量の目標は約８８１千 t-CO2です。 

この目標を達成するためには、２８０千 t- CO2の削減が必要となります。 

 

■ 平成 42(2030)年度に向けた二酸化炭素削減量（t-CO2) 

 

基準年 

平成２年度 

（1990 年度） 

参考 

平成 24 年度 

（2012 年度） 

目標                 

平成 42 年度 

（2030 年度）    

工場等部門 618 千ｔ 370 千ｔ 356 千ｔ 

オフィスビル 

等部門 
180 千ｔ 390 千ｔ 236 千ｔ 

家庭部門 176 千ｔ 258 千ｔ 155 千ｔ 

運輸部門 176 千ｔ 173 千ｔ 125 千ｔ 

廃棄物等部門 16 千ｔ 15 千ｔ 9 千ｔ 

合計 1,161 千ｔ 1,206 千ｔ 88１千ｔ 

 

削減量の算出方法 

基本計算式：(平成 24年度の排出量)×(１－ 国の約束草案の部門別の削減率) 

 

工場等部門：370千ｔ×0.964＝346千ｔ 

オフィスビル等部門：390千ｔ×0.606＝236千ｔ 

家庭部門：278千ｔ×0.602＝156千ｔ 

運輸部門：173千ｔ×0.724＝125千ｔ 

 

※ 廃棄物等部門は、鎌倉市ごみ処理基本計画に基づいて算出。 

国の約束草案は平成 25 年度が基準であるため、鎌

倉市の平成25年度の排出量の算定が完了次第、若

干の変更の可能性あり。 
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２ 温暖化適応策に関する目標設定 

(1) 目標設定に向けた考え方                            

  地球温暖化適応策と認められる施策は既に実施されているものの、多くの実施主体が

その施策が、地球温暖化に対する適応策であると認識していません。 

  これは、緩和策を先に実施していたため、地球温暖化対策とは緩和策のみであると認

識しているためだと考えられます。 

  本計画では、現在実施中または直ちに実施できる地球温暖化緩和策を、各施策の実施

主体が認識したうえで実施し、将来の更なる適応策展開の基礎を築くことを目指し、目

標を設定します。 

 

(2) 適応策の目標                                 

  上記の考え方を踏まえ、本計画では次の目標を設定します。 

 

 

 

 

 

(3) 目標を達成するための指標                           

  地球温暖化適応策としての機能を持ち、この目標の達成に貢献すると考えられる事業

の実施回数や内容の変化をモニタリングし、その結果を指標として用います。 

   

＜目標＞ 

地球温暖化に適応する地域社会の礎を創る 
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第４節 温暖化対策の目標達成にむけて 

 

１ 目標達成のための基本方針 

第３節で掲げた２つの目標を達成するため６つの基本方針を定め、それに基づく市の施

策を示します。 

基本方針１ 省エネルギーの推進 

 二酸化炭素増加の主な原因は、化石燃料等のエネルギー消費によるものです。 

産業革命以降、人類の暮らしは年々便利になり、それと引き換えに大量の化石燃料の

消費と二酸化炭素の排出を続けてきました。 

本市は、市域で消費されるエネルギーを減らすことにより、二酸化炭素の排出量を削

減することを目的とした施策を実施します。 

 

 

① 市民、事業者及び滞在者の省エネ行動の促進 

② 市の率先行動の推進 

 

主な事業 

 ◆ 省エネ行動等の普及啓発 

 ◆ 鎌倉市役所エコアクション 21の徹底 

 

鎌倉市役所エコアクション 21 

 鎌倉市では、環境省の策定した環境マネジメントシステムであるエコアクション 21を参

考に、市独自の参加登録制度「かまくらエコアクション 21」を設けました。 

 「鎌倉市役所エコアクション 21」は、鎌倉市役所が事業所のひとつとして事務事業に伴

う環境負荷を低減するため、この「かまくらエコアクション 21」に基づき、実施している

取り組みです。また、温対法第 20条の３第１項に規定されている、地球温暖化対策地方公

共団体実行計画（事務事業編）の役割も担っています。 

基本施策 

目標達成のための施策の基本方針 

関連事業のうち主要な事業を

抜粋し記載しています。 
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基本方針２ 効率的なエネルギー利用の促進 

 基本方針１では、エネルギーを消費する機器の利用を制限するなど、条件次第では利

便性を犠牲にし、エネルギーの消費量を減らす取組を記載しました。本計画では、この

ような取組を省エネルギーと定義し、方針２の取組と差別化を図りました。 

 本市では、利用する機器などを、エネルギー効率の良いものに置き換えることで、エ

ネルギーの消費量を抑える取組も進めます。 

 

 

① エネルギーの効率的な利用を進めるシステムの導入促進  

② 市施設における未利用エネルギーの活用検討 

 

主な事業 

 ◆ 防犯灯のＬＥＤ化 

 ◆ 市施設の省エネルギー化 

 ◆ 効率的エネルギー利用に関する普及啓発 

 

２通りの省エネ（効率的エネルギー利用に関する普及啓発） 

 省エネには、機器の使用頻度などを減らし、エネルギーの消費量を減らす方法と、機器

を高効率のものへ更新し、エネルギーの消費量を減らす方法の２通りの方法が考えられま

す。 

 前者は、使用頻度を減らせば減らすほど、シンプルに省エネにつながりますが、過度な

取り組みは、今まで続けていた便利な暮らしを手放すことにつながります。 

 一方、後者は、利便性を損なう可能性が低く、より手軽にエネルギーの使用量を減らす

ことができますが、経済的負担や新しい製品を製造する際に消費されるエネルギーなど、

短所も持ち合わせています。 

 この２つの取組方法には一長一短がありますが、本市では優劣があるとは考えていませ

ん。 本市では今後、市民や事業者の皆様に対し、この２つの方法を上手に組み合わせて

省エネに取り組んでいただけるよう普及啓発を努めます。 

基本施策 
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基本方針３ 再生可能エネルギー等の導入促進 

再生可能エネルギーは、資源が枯渇せず繰り返し使え、発電時や熱利用時に二酸化炭素

をほとんど排出しません。このような特徴がある再生可能エネルギーの普及を促すような

環境を整備し、公共施設でも積極的に導入します。 

また、コージェネレーションシステムなど、再生可能エネルギー以外の未利用エネルギ

ー利用についても、推進します。 

 

 

 ① 再生可能エネルギー等の導入促進 

 ② 公共施設における再生可能エネルギー等の率先導入 

 

主な事業 

◆ 住宅用再生可能エネルギー等・省エネ機器設置費補助事業 

 ◆ 公共施設への再生可能エネルギー等率先導入 

 ◆ 鎌倉市新ごみ焼却施設整備事業 

 ◆ 未利用エネルギー活用に関する研究 

 

公共施設への再生可能エネルギー等率先導入 

 鎌倉市では、玉縄行政センターの太陽光発電設備をはじめとした、複数の公共施設に再

生可能エネルギー設備を設置しています。特に、現段階で鎌倉市内では最も利用可能性が

高いと考えられる太陽光発電設備を積極的に設置しており、公共施設全体では推計で年間

約 28万 kwh（平成 27年度）の発電量を発電しています。 

 また、再生可能エネルギー設備は、災害時のリスク軽減などの観点からも重要な取り組

みであると考えられます。 

 今後も、市内で新たに建築される公共施設には、再生可能エネルギー設備を積極的に導

入する予定です。 

基本施策 
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基本方針４ 低炭素まちづくりの推進 

 二酸化炭素の排出を抑え、地球温暖化の緩和と市民生活・産業活動を両立していくた

めに、都市構造を構成する様々な要素の低炭素化を進めます。 

 また、低炭素まちづくりを実現するために、市民や事業者がどのような暮らし方・経

済活動を選択していくのかを地域全体で考え、実際に行動できるような環境を目指しま

す。 

 

 

 ① 低炭素街づくりに向けたハード整備 

 ② 低炭素都市実現に向けた環境づくり 

 

主な事業 

 ◆ 鎌倉市都市マスタープラン推進事業 

 ◆ 公共交通機関利用への転換促進 

 ◆ 公共施設配置の適正化 

 

公共交通機関利用への転換促進 

 鎌倉の観光拠点である鎌倉地域では、休日を中心に自動車交通量が集中し、慢性的な交

通渋滞が発生しています。この鎌倉地域の交通環境を改善するために、既存の道路や駐車

場を有効に活用し、自動車から公共交通機関への転換促進を目的にパークアンドライドや

かまくら環境フリー手形等の施策を実施しています。 

なお、平成 13年からは「鎌倉フリー環境手形」、 

「七里ガ浜パーク＆レールライド」を 

「由比ガ浜パーク＆ライド」を開始し、 

平成 18年には「江の島パーク＆レールライド」、 

平成 20年には「稲村ガ崎パーク＆レールライド」 

と順次進め、これらの施策を含め今までに計５つ 

の施策を実施しています。 

基本施策 
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基本方針５ 「ゼロ・ウェイストかまくら」の実現を目指す 

 廃棄物は、焼却などの処分をする際に二酸化炭素を排出します。本市では、鎌倉市一

般廃棄物処理基本計画に基づき、焼却量や埋め立てによる最終処分を限りなくゼロに近

づける「ゼロ・ウェイストかまくら」の実現を目指しています。 

  

 

 ① 廃棄物の発生抑制・再利用・再生利用の促進 

  

主な事業 

 ◆ ごみの発生量抑制を最優先とした３Ｒの取組 

 ◆ 循環型社会の形成に関する啓発 

 ◆ 事業者のごみ減量・資源化・適正処理の推進 
   

※ 基本方針５に関しては「環境基本計画第４章⑫廃棄物の発生抑制・再使用・再生利用」

及び「ごみ処理基本計画」の内容を踏襲します。詳細はこの２つの計画をご覧くださ

い。 

 

基本方針６ 地球温暖化への適応 

 第２節及び第３節で述べたとおり、人類が社会活動を維持するためには、これまで取

り組まれていた地球温暖化を防ぐための緩和策だけでなく、今後は地球の変化に適応す

るための取組が必要だと考えられています。 

本市では、既に実施されている実質的に地球温暖化適応策としての機能を持つ取組み

を整理し推進しながら、将来の気候の変化に適応するための準備を進めていきます。 

また、市民や事業者による適応策の取組を促進するための施策も推進します。 

 

 

 ① 地球温暖化に適応した暮らしの促進 

  

基本施策 

基本施策 
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主な事業 

 ◆ ヒートアイランド対策の推進 

 ◆ 温暖化による影響とその対策に関する情報提供 

 ◆ 熱中症等健康被害の防止・軽減 

 

地球温暖化適応策 

 世界では先行して適応への取り組みが進んでいます。 

 また、わが国においても、平成 27(2015)年に気候変動の影響への適応計画が策定された

ことからも分かるように、今後は緩和策と併せて、両輪として推し進める必要があると考

えられています。 

 具体的な温暖化による影響や適応策は、次の表に挙げるような事例が想定されますが、

施策実施の根拠となる温暖化による影響の将来予測の不確実性が高いことや、適応策自体

が比較的に新しい概念であるため日本では馴染みが薄いなどといった理由により、地方自

治体では大々的に取り組まれていないのが現状です。 

温暖化による影響が指摘されている現象と温暖化適応策の例 

今後発生する可能性が指摘されている影響 適応策 

農
業 

・高温による農作物の品質低下、 

収量減少 

・病害虫の発生増加、拡大 

・高温耐性品種など代替作物への転換 

・病害虫の侵入、拡大の防止と防除技術 

の高度化 

災
害
等 

・集中豪雨による水害 

・高潮や高波による水害 

・防災･安全情報メールなど災害時の情報提

供･情報伝達の充実 

・既に進められている堤防や洪水調整施設、

下水道等の施設整備の着実な実施 

健
康 

・暑熱による熱中症患者の増加 

・感染症を媒介する蚊などの生息域拡大に

よる感染症のリスク増加 

・熱中症への注意喚起、予防・対処法の 

普及啓発 

・感染症を媒介する蚊に関する注意喚起など 

観
光 

・降雪量の変化によるスキー場への影響 

・海面上昇による海岸部レジャーへの影響 
・地域特性を踏まえた適応策の推進 

 表に挙げたように、具体的な適応策の中には、適応策だとは認識せずに既に実施されて

いる施策なども存在します。 

 本市では今後、このように既に実施されている施策などを整理集約することで、本市に

おける適応策推進の礎を創ることを目指します。 

 また、この集約した施策や今後予測される温暖化による影響に関す情報を積極的に発信

し、適応策を広く周知したいと考えています。 
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２ 市民・事業者・滞在者の取組 

 地球温暖化対策は行政の取組だけではなく、市民、事業者及び滞在者が協働して取り

組むことで効果を発揮します。ここでは、行政以外の３者が実践できる取組例を、基本

方針ごとに示します。 

 

基本方針１ 省エネルギーの推進 

 取組の内容 市民 事業者 滞在者 

１ 
ＢＥＭＳやＨＥＭＳなどのエネルギーマネージメントシス

テムなどを利用し、エネルギーの「見える化」に取り組む。 ○ ○  

２ 食事には、旬の食材を選ぶ。 ○ ○  

３ 近くへ移動する際は、できるだけ徒歩や自転車で移動する。 ○ ○ ○ 

４ 照明は、昼休み、残業時等の不必要な時は消す。 ○ ○  

５ パソコン、コピー機等の OA機器は、省電力設定にします。 ○ ○  

６ 夜間や休日は、パソコン、プリンター等の主電源を切る。 ○ ○  

７ エレベーターの使用を控え、階段を使用するよう努める。 ○ ○ ○ 

８ 
空調の適温化（冷房 28度程度、暖房 20度程度）を徹底す

る。 ○ ○  

９ 
照明器具や空調機器は定期的な清掃を行う等、適正に管理

する。 ○ ○  

10 定時退社日を設定し、エネルギーの使用を抑える。  ○  
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基本方針２ 効率的なエネルギー利用の促進 

 取組の内容 市民 事業者 滞在者 

１ 
古い機器や電化製品などを更新する際には、省エネルギー性

能が優れている機器を選ぶ。 ○ ○  

２ 
住宅など建築物の新築・リフォームの際には、「住宅・建築

物の省エネルギー基準」を満たす建物とするように努める。 ○ ○  

３ 
自動車を利用または購入する際には、ハイブリッド自動車や

電気自動車など、エネルギー効率の高い自動車を選ぶ。 ○ ○ ○ 
 

基本方針３ 再生可能エネルギー等の導入促進 

 取組の内容 市民 事業者 滞在者 

１ 太陽光発電設備を導入する。 ○ ○  

２ 太陽熱を利用した給湯設備や暖房設備を導入する。 ○ ○  

３ 小水力発電設備を導入する。  ○  

４ 小型風力発電機を導入する。  ○  

５ 
新たな再生可能エネルギーなどの導入が可能な場合は、積極

的に導入する。 ○ ○  

６ 工場等の排熱など、未利用エネルギーの活用を図る。  ○  
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基本方針４ 低炭素まちづくりの推進 

 取組の内容 市民 事業者 滞在者 

１ 直売所や朝市の利用など、地産地消に積極的に取組む。 ○ ○  

２ 移動には、電車、バスなど公共交通機関を積極的に利用する。 ○ ○ ○ 

３ 
行政や他の団体が作成した温暖化に関する啓発ポスターな

どを出来るだけ掲示する。  ○  

４ ホームページ上で環境に関する情報を提供する。  ○  

５ 
従業員研修の一部に、環境への配慮に関する講義等を組み込

む。 
 ○  

６ 
消費者等に環境配慮型商品に関する情報を積極的に提供す

る。  ○  
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基本方針５ 「ゼロ・ウェイストかまくら」の実現を目指す 

 取組の内容 市民 事業者 滞在者 

１ 
マイ箸、マイバックなどを持参し、使い捨てのものはできる

だけ使用を控える。 ○  ○ 

２ ごみ・廃棄物の分別を徹底し、リサイクルにつなげる。 ○ ○ ○ 

３ 
リユースショップやフリーマーケット等を積極的に活用し

て、リユースにつなげる。 ○   

４ 
製品を製造する過程でライフサイクルアセスメントを考慮

した環境配慮型デザインを行い、廃棄物の削減につなげる。 ○   

５ 
事業活動における書類の簡素化、ペーパーレス化に取り組

む。 
 ○  

６ 
両面、集約等の機能を活用した印刷及びコピーをし、紙の使

用を抑える。  ○  

７ 書き損じや印刷ミスのあった紙は、裏紙として活用する。 ○ ○  

８ 
詰め替え可能な製品の利用や備品の修理等により、製品等の

長期使用を進める。 ○   

９ 梱包、包装資材等の削減に取り組む。 ○   

10 
食べ残し、食品残渣等については可能な限りコンポスト化

（堆肥化）する等の工夫をする。 ○ ○  
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基本方針６ 地球温暖化への適応 

 取組の内容 市民 事業者 滞在者 

１ 緑のカーテンなどを設置し、緑化をすすめる。 ○ ○  

２ クールビズ・ウォームビズを取り入れ、その期間を拡大する。 ○ ○ ○ 

３ 
熱線吸収ガラス、熱線反射ガラス、遮熱塗料、緑のカーテン

等を採用し、室温の上昇を抑える。 ○ ○  

 

 


